
第 12 回輸入手続きの所要時間調査について 

関税局・税関では、第 12 回目となる輸入手続きの所要時間調査

を本年 3 月 12 日（月）から 3 月 18 日（日）の期間において実施

することとなりました。

今回は長崎税関管内の官署に輸入申告される貨物は対象から除外

されていますが、他税関の対象官署（別添参照）に申告された場合

は無作為抽出による調査対象となることがありますので、ご協力を

賜りますようよろしくお願いいたします。

なお、調査票及び記載要領等については税関から別途周知される

こととなっております。
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